
 静岡県立職業能力開発施設の設置、運営及び授業料等に関する条例及び職業能力開発促進法第15条の７第

１項ただし書に規定する静岡県立職業能力開発施設以外の施設で行うことができる職業訓練等を定める条例

の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月27日 

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

静岡県条例第５号 

   静岡県立職業能力開発施設の設置、運営及び授業料等に関する条例及び職業能力開発促進法第15条の

７第１項ただし書に規定する静岡県立職業能力開発施設以外の施設で行うことができる職業訓練等を

定める条例の一部を改正する条例 

 （静岡県立職業能力開発施設の設置、運営及び授業料等に関する条例の一部改正） 

第１条 静岡県立職業能力開発施設の設置、運営及び授業料等に関する条例（昭和54年静岡県条例第32号）

の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （設置） 

第１条 職業能力開発促進法（昭和44年法律第 

64号）第16条第１項の規定に基づき職業能力

開発校を、同条第２項の規定に基づき障害者

職業能力開発校を設置する。 

 

２ 職業能力開発校及び障害者職業能力開発校

（以下「職業能力開発施設」という。 ）の名称

及び位置は、次のとおりとする。 

 

 (1) （略） 

  

 

 

 

(2) （略） 

 （普通課程の授業料） 

第２条 職業能力開発校の普通課程の訓練生 

は、授業料として年額118,800円を前期（４月

１日から同年９月30日までの期間をいう。以

下同じ。 ）及び後期（10月１日から翌年３月31

日までの期間をいう。以下同じ。 ）の２期に分

けて納付しなければならない。ただし、前期

 （設置） 

第１条 職業能力開発促進法（昭和44年法律第 

64号。以下「法」という。 ）第16条第１項の規

定に基づき職業能力開発校を、同条第２項の

規定に基づき職業能力開発短期大学校及び障

害者職業能力開発校を設置する。 

２ 職業能力開発校、職業能力開発短期大学校

及び障害者職業能力開発校（以下「職業能力

開発施設」という。 ）の名称及び位置は、次の

とおりとする。 

 (1) （略） 

 (2) 職業能力開発短期大学校 

名     称 位 置 

静岡県立工科短期大学校 
沼津市 

静岡市 

 (3) （略） 

 （授業料） 

第２条 授業料は、職業能力開発校の普通課程

の学生（法第19条第３項の訓練生をいう。以

下同じ。 ）にあっては年額118,800円を、職業能

力開発短期大学校の専門課程の学生にあって

は年額234,600円を前期（４月１日から同年９

月30日までの期間をいう。以下同じ。 ）及び後



又は後期の全期間にわたって所定の手続を経

て欠席した者は、当該前期又は後期に係る授

業料を納付することを要しない。 

 

 

 

２～４ （略） 

（入校料等） 

第３条 職業能力開発校の普通課程の入校の許

可を受けた者は、当該許可の日の翌日から起

算して15日以内に、5,650円を入校料として納

付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職業能力開発校の普通課程の入校試験を受

けようとする者は、入校願書を提出する際、 

2,200円を入校検定料として納付しなければな

らない。 

 

 

期（10月１日から翌年３月31日までの期間を

いう。以下同じ。 ）の２期に分けて納付しなけ

ればならない。ただし、前期又は後期の全期

間にわたって所定の手続を経て欠席した者 

は、当該前期又は後期に係る授業料を納付す

ることを要しない。 

２～４ （略） 

（入校料等） 

第３条 入校料は、職業能力開発校の普通課程

の入校の許可を受けた者にあっては5,650円 

を、職業能力開発短期大学校の専門課程の入

校の許可を受けた者にあっては次の表の左欄

に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める額

を知事が別に定める日までに納付しなければ

ならない。 

区 分 金 額 

県内の者 84,600円 

県外の者 219,900円 

備考 県内の者とは次のいずれかに該当

する者をいい、県外の者とはその他の

者をいう。 

 (1)  入校の手続を行う日の属する月の

初日において、引き続き１年以上県

内に住所を有している者 

 (2) 入校の手続を行う日の属する月の

初日において、配偶者又は１親等の

親族が引き続き１年以上県内に住所

を有している者 

 (3) 知事が(1)又は(2)に掲げる者に準ず

ると認める者 

２ 入校検定料は、職業能力開発校の普通課程

の入校試験を受けようとする者にあっては 

 2,200円を、職業能力開発短期大学校の専門課

程の入校試験を受けようとする者にあっては 

18,000円を入校願書を提出する際に納付しな

ければならない。 



（授業料等の納付） 

第４条 授業料、入校料及び入校検定料（次条

において「授業料等」という。）は、静岡県収

入証紙により納付しなければならない。 

（授業料等の不還付） 

第５条 既に納付した授業料等は、還付しな 

い。 

 

 

 

（授業料の減免等） 

第６条 知事は、天災その他特別の事情により

授業料の納付が困難と認められる者に対して

は、授業料を減免し、又は分割して納付させ

ることができる。 

（委任） 

第７条 職業能力開発施設の訓練科、訓練生定

員、訓練期間その他この条例の施行に関し必

要な事項は、規則で定める。 

 （入校検定料の納付） 

第４条 入校検定料は、静岡県収入証紙により

納付しなければならない。 

 

（授業料等の不還付） 

第５条 既に納付した授業料、入校料及び入校

検定料（以下「授業料等」という。）は、還付

しない。ただし、知事は、特別の理由がある

と認めるときは、その全部又は一部を還付す

ることができる。 

（授業料等の減免等） 

第６条 知事は、天災その他特別の事情により

授業料等の納付が困難と認められる者に対し

ては、授業料等を減免し、分割して納付さ 

せ、又はその納付を猶予することができる。 

（委任） 

第７条 職業能力開発施設の訓練科、学生の定

員、訓練期間その他この条例の施行に関し必

要な事項は、規則で定める。 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （職業能力開発促進法第15条の７第１項ただし書に規定する静岡県立職業能力開発施設以外の施設で行う

ことができる職業訓練等を定める条例の一部改正） 

第２条 職業能力開発促進法第15条の７第１項ただし書に規定する静岡県立職業能力開発施設以外の施設で

行うことができる職業訓練等を定める条例（平成25年静岡県条例第42号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（趣旨） 

第１条 この条例は、職業能力開発促進法（昭

和44年法律第64号。以下「法」という。）第15

条の７第１項ただし書及び第３項、第19条第

１項、第23条第１項第３号並びに第28条第１

項の規定に基づき、静岡県立職業能力開発施

設（県が設置する法第15条の７第１項第１号

に規定する職業能力開発校及び同項第５号に

規定する障害者職業能力開発校をいう。以下

これらを「県立施設」という。）以外の施設で

行うことができる職業訓練等に関し必要な事

（趣旨） 

第１条 この条例は、職業能力開発促進法（昭

和44年法律第64号。以下「法」という。）第15

条の７第１項ただし書及び第３項、第19条第

１項、第23条第１項第３号、第28条第１項並

びに第30条の２第１項の規定に基づき、静岡

県立職業能力開発施設（県が設置する法第15

条の７第１項第１号に規定する職業能力開発

校、同項第２号に規定する職業能力開発短期

大学校及び同項第５号に規定する障害者職業

能力開発校をいう。以下これらを「県立施



項を定めるものとする。 

 

 

（県立施設以外の施設で行うことができる職

業訓練） 

第２条 法第15条の７第１項ただし書の条例で

定めるものは、次の各号のいずれかに該当す

る職業訓練とする。 

 (1) （略） 

 (2)  県立施設で行う短期課程の普通職業訓練

と同等の水準が確保され、かつ、地域にお

ける優れた人材や設備を活用した職業訓練

のうち、知事が適当と認めるもの 

 

（職業訓練の基準） 

第４条 普通課程に係る法第19条第１項の条例

で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区

分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

 (1) 訓練の対象者 学校教育法（昭和22年法

律第26号）による中学校を卒業した者（以

下「中学校卒業者」という。）若しくは同法

による中等教育学校の前期課程を修了した

者（以下「中等教育学校前期課程修了者」

という。）若しくはこれらと同等以上の学力

を有すると認められる者であること又は同

法による高等学校を卒業した者（以下「高

等学校卒業者」という。）若しくは同法によ

る中等教育学校を卒業した者（以下「中等

教育学校卒業者」という。）若しくはこれら

と同等以上の学力を有すると認められる者

であること。 

 

 

 (2)・(3) （略） 

 (4) 訓練期間 中学校卒業者若しくは中等教

育学校前期課程修了者又はこれらと同等以

設」という。）以外の施設で行うことができる

職業訓練等に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（県立施設以外の施設で行うことができる職

業訓練） 

第２条 法第15条の７第１項ただし書の条例で

定めるものは、次の各号のいずれかに該当す

る職業訓練とする。 

 (1) （略） 

 (2)  県立施設で行う短期課程の普通職業訓練

又は専門短期課程の高度職業訓練と同等の

水準が確保され、かつ、地域における優れ

た人材や設備を活用した職業訓練のうち、

知事が適当と認めるもの 

（職業訓練の基準） 

第４条 普通課程に係る法第19条第１項の条例

で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区

分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

(1) 訓練の対象者 学校教育法（昭和22年法

律第26号）による中学校を卒業した者（以

下「中学校卒業者」という。）若しくは同法

による義務教育学校を卒業した者（以下 

「義務教育学校卒業者」という。）若しくは

同法による中等教育学校の前期課程を修了

した者（以下「中等教育学校前期課程修了

者」という。）若しくはこれらと同等以上の

学力を有すると認められる者であること又

は同法による高等学校を卒業した者（以下

「高等学校卒業者」という。）若しくは同法

による中等教育学校を卒業した者（以下 

「中等教育学校卒業者」という。）若しくは

これらと同等以上の学力を有すると認めら

れる者であること。 

(2)・(3) （略） 

 (4) 訓練期間 中学校卒業者若しくは義務教

育学校卒業者若しくは中等教育学校前期課



上の学力を有すると認められる者（以下 

「中学校卒業者等」という。）を対象とする

場合にあっては２年、高等学校卒業者若し

くは中等教育学校卒業者又はこれらと同等

以上の学力を有すると認められる者（以下

「高等学校卒業者等」という。）を対象とす

る場合にあっては１年であること。ただ 

し、訓練の対象となる技能及びこれに関す

る知識の内容、訓練の実施体制等によりこ

れにより難い場合には、中学校卒業者等を

対象とするときにあっては２年以上４年以

下、高等学校卒業者等を対象とするときに

あっては１年以上４年以下の期間内で当該

訓練を適切に行うことができると認められ

る期間とすることができる。 

 

 (5)～(9) （略） 

２ 短期課程に係る法第19条第１項の条例で定

める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に

応じ、当該各号に定めるものとする。 

 (1) 訓練の対象者 職業に必要な技能（高度

の技能を除く。以下同じ。）及びこれに関す

る知識を習得しようとする者であること。 

 (2) 教科 その科目が職業に必要な技能及び

これに関する知識を習得させるために適切

と認められるものであること。 

 (3) 訓練の実施方法 通信の方法によっても

行うことができること。この場合には、適

切と認められる方法により添削指導を行う

ほか、必要に応じて面接指導を行うこと。 

 (4) 訓練期間 ６月（訓練の対象となる技能

及びこれに関する知識の内容、訓練の実施

体制等によりこれにより難い場合にあって

は、１年）以下の適切な期間であること。 

 (5) 訓練時間 総訓練時間が12時間（管理者

又は監督者に必要な技能及びこれに関する

程修了者又はこれらと同等以上の学力を有

すると認められる者（以下「中学校卒業者

等」という。）を対象とする場合にあっては

２年、高等学校卒業者若しくは中等教育学

校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有

すると認められる者（以下「高等学校卒業

者等」という。）を対象とする場合にあって

は１年であること。ただし、訓練の対象と

なる技能及びこれに関する知識の内容、訓

練の実施体制等によりこれにより難い場合

には、中学校卒業者等を対象とするときに

あっては２年以上４年以下、高等学校卒業

者等を対象とするときにあっては１年以上

４年以下の期間内で当該訓練を適切に行う

ことができると認められる期間とすること

ができる。 

 (5)～(9) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



知識を習得することを目的とする訓練にあ

っては、10時間）以上であること。 

 (6) 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練

を適切に行うことができると認められるも

のであること。 

３ 前２項に定めるもののほか、職業訓練に関

し必要な基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条 短期課程に係る法第19条第１項の条例

で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区

分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

 (1) 訓練の対象者 職業に必要な技能（高度

の技能を除く。以下同じ。）及びこれに関す

る知識を習得しようとする者であること。 

 (2) 教科 その科目が職業に必要な技能及び

これに関する知識を習得させるために適切

と認められるものであること。 

 (3) 訓練の実施方法 通信の方法によっても

行うことができること。この場合には、適

切と認められる方法により添削指導を行う

ほか、必要に応じて面接指導を行うこと。 

 (4) 訓練期間 ６月（訓練の対象となる技能

及びこれに関する知識の内容、訓練の実施

体制等によりこれにより難い場合にあって

は、１年）以下の適切な期間であること。 

 (5) 訓練時間 総訓練時間が12時間（管理者

又は監督者に必要な技能及びこれに関する

知識を習得することを目的とする訓練にあ

っては、10時間）以上であること。 

 (6) 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練

を適切に行うことができると認められるも

のであること。 

第６条 専門課程に係る法第19条第１項の条例

で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区

分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

 (1) 訓練の対象者 高等学校卒業者等である

こと。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 教科 その科目が将来職業に必要な高度

の技能（専門的かつ応用的な技能を除く。

以下同じ。）及びこれに関する知識を有する

労働者となるために必要な基礎的な技能及

びこれに関する知識を習得させるために適

切と認められるものであること。 

 (3) 訓練期間 ２年であること。ただし、訓

練の対象となる技能及びこれに関する知識

の内容、訓練の実施体制等によりこれによ

り難い場合には、１年を超えない範囲内で

当該期間を延長することができる。 

 (4) 訓練時間 １年につきおおむね1,400時間

であり、かつ、総訓練時間が2,800時間以上

であること。 

 (5) 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練

を適切に行うことができると認められるも

のであること。 

 (6) 訓練生の数 訓練を行う１単位につき40

人以下であること。 

 (7) 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実

施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じ

た適切な数であること。この場合におい 

て、次のいずれかに該当する者を１名以上

配置するものであること。 

  ア 職業能力開発促進法施行規則（昭和44

年労働省令第24号。以下「法施行規則」

という。）第48条の２第２項第１号から第

３号までに該当する者又は同項第４号に

該当する者で研究上の能力又は教育訓練

に関し適切に指導することができる能力

を有すると認められるもの 

  イ 研究所、試験所等に10年以上在職し、

研究上の業績があり、かつ、教育訓練に

関し適切に指導することができる能力を

有すると認められる者 

 (8) 試験 学科試験及び実技試験に区分し、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （無料とする職業訓練） 

第５条 （略） 

（職業訓練指導員の資格） 

第６条 法第28条第１項の条例で定める者は、

同項の免許（以下「職業訓練指導員免許」と

いう。）を受けた者又は職業能力開発促進法施

行規則（昭和44年労働省令第24号。以下「法

施行規則」という。）第48条の３各号のいずれ

それぞれ訓練期間１年以内ごとに１回行う

こと。 

第７条 専門短期課程に係る法第19条第１項の

条例で定める基準は、次の各号に掲げる事項

の区分に応じ、当該各号に定めるものとす 

る。 

 (1) 訓練の対象者 職業に必要な高度の技能

及びこれに関する知識を習得しようとする

者であること。 

 (2) 教科 その科目が職業に必要な高度の技

能及びこれに関する知識を習得させるため

に適切と認められるものであること。 

 (3) 訓練の実施方法 通信の方法によっても

行うことができること。この場合には、適

切と認められる方法により添削指導を行う

ほか、必要に応じて面接指導を行うこと。 

 (4) 訓練期間 ６月（訓練の対象となる技能

及びこれに関する知識の内容、訓練の実施

体制等によりこれにより難い場合にあって

は、１年）以下の適切な期間であること。 

 (5) 訓練時間 総訓練時間が12時間以上であ

ること。 

(6) 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練

を適切に行うことができると認められるもの

であること。 

第８条 第４条から前条までに定めるもののほ

か、職業訓練に関し必要な基準は、規則で定

める。 

（無料とする職業訓練） 

第９条 （略） 

（職業訓練指導員の資格） 

第10条 法第28条第１項の条例で定める者は、

同項の免許（以下「職業訓練指導員免許」と

いう。）を受けた者又は法施行規則第48条の３

各号のいずれかに該当する者（職業訓練指導

員免許を受けた者及び法第30条第１項の職業



かに該当する者（職業訓練指導員免許を受け

た者及び法第30条第１項の職業訓練指導員試

験において学科試験のうち指導方法に合格し

た者以外の者にあっては、法施行規則第39条

第１号の厚生労働大臣が指定する講習を修了

した者に限る。）とする。 

訓練指導員試験において学科試験のうち指導

方法に合格した者以外の者にあっては、法施

行規則第39条第１号の厚生労働大臣が指定す

る講習を修了した者に限る。）とする。 

 

 

第11条 法第30条の２第１項の条例で定める者

のうち専門課程の高度職業訓練における職業

訓練指導員は、法施行規則第48条の２第２項

各号のいずれかに該当する者とする。 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

 (1) 第１条中静岡県立職業能力開発施設の設置、運営及び授業料等に関する条例第４条から第６条までの

改正 令和２年４月１日 

 (2) 次項の規定 令和２年８月１日 

 （静岡県立職業能力開発施設の設置、運営及び授業料等に関する条例の一部改正に伴う準備行為） 

２ 第１条の規定による改正後の静岡県立職業能力開発施設の設置、運営及び授業料等に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）第３条の規定による納付及びこれに関し必要な手続その他の行為（職業能力開

発短期大学校に係るものに限る。）は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第３条から第６条

までの規定の例により行うことができる。 


